
（平成２５年５月２９日報道資料抜粋）

年金記録に係る苦情のあっせん等について

年金記録確認関東地方第三者委員会東京地方事務室分

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 29 件

国民年金関係 2 件

厚生年金関係 27 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 28 件

国民年金関係 21 件

厚生年金関係 7 件



関東東京国民年金 事案13699 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 60年１月から 61年３月までの国民年金保険料については、納付してい

たものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和38年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和60年１月から61年３月まで 

    私の母は、私の国民年金の加入手続を行い、国民年金保険料を納付してくれていた

はずである。申立期間の保険料が未納となっているのは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間当時は学生であり、国民年金の任意加入対象被保険者であったと

ころ、申立人の国民年金被保険者名簿により、申立人は昭和60年１月10日に国民年金

に任意加入していることが確認できる。 

また、申立人の兄は、「私の国民年金の加入手続及び国民年金保険料の納付について

は母親が行った。母親が兄弟で区別をするはずがない。」と述べているところ、兄の国

民年金手帳記号番号は申立人の手帳記号番号と９番違いで払い出されており、申立期間

の兄の保険料は納付済みである。 

さらに、申立人の保険料を納付していたとする母親については、国民年金の拠出制度

が開始された昭和 36 年４月から平成元年３月までの保険料が全て納付済みとなってお

り、申立内容に不自然さは見られない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金保険料を

納付していたものと認められる。 

  



関東東京国民年金 事案13713 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間のうち、昭和 47 年７月から同年９月までの国民年金保険料につ

いては、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要であ

る。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和18年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和40年10月から41年４月まで 

② 昭和41年６月から同年10月まで 

③ 昭和 47年７月から同年９月まで 

    私の妻は、昭和 40年10月頃に転居後、私の国民年金の住所変更手続を行い、申立

期間①及び②の国民年金保険料を納付してくれ、46 年７月に会社を退職した後は、

私か妻が厚生年金保険から国民年金への切替手続を行い、申立期間③の保険料は、

妻が夫婦二人分を一緒に納付してくれていたと思う。申立期間の保険料が未納とさ

れていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間③については、３か月と短期間の上、前後の期間は納付済みであること、夫

婦二人分の国民年金保険料を一緒に納付していたとする申立人の妻は、当該期間の保険

料が納付済みであり、当該期間後の領収証書及びオンライン記録により収納年月が確認

できる期間の夫婦二人の保険料は同一の納付年月であることなど、申立内容に不自然さ

は見られない。 

一方、申立期間①及び②については、オンライン記録では、平成15年11月６日に厚

生年金保険被保険者期間が統合されたことにより、昭和 41 年５月 30 日及び同年６月

25 日の国民年金の資格得喪記録が追加されているが、当該期間に係る国民年金保険料

の還付記録は確認できず、記録追加時点までは当該期間を含む 40年 10月から 41年 10

月までの期間は、連続した未納期間であったと推認できる。 

また、申立人は申立期間①当初に係る国民年金の住所変更手続及び申立期間①及び②

の保険料の納付に関与しておらず、住所変更手続及び保険料の納付をしたとする妻から、

当時の納付状況等を聴取することができないため、当時の状況が不明であるほか、申立

  



人が当該期間の保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は

無く、ほかに当該期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たら

ない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、昭和 47 年

７月から同年９月までの国民年金保険料については、納付していたものと認められる。 

  



関東東京厚生年金 事案24272 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと

認められることから、申立人のＡ社における資格喪失日に係る記録を平成 20 年４月１

日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 22万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行して

いないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和56年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成20年３月31日から同年４月１日まで 

Ａ社に勤務していた期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。申立

期間において同社には継続して勤務しており、厚生年金保険料も控除されていた。給

与明細書及び給与振込通帳を提出するので、厚生年金保険の被保険者として認めてほ

しい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録並びに申立人が提出した平成 20 年４月分の給与明細書及び給与

振込通帳並びにＡ社の事業主の供述により、申立人は、同年３月 31 日まで同社に継続

して勤務し、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこ

とが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、上記給与明細書において確認できる保険

料控除額から、22万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は、届出誤りにより申立期間に係る厚生年金保険料を納付していないことを認めてい

ることから、社会保険事務所（当時）は、申立人に係る平成 20 年３月の保険料につい

て納入の告知を行っておらず（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に

納付されるべき保険料に充当した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、

申立期間に係る保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

  



関東東京厚生年金 事案24273 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたと

認められることから、申立期間の標準賞与額に係る記録を 18 万 5,000 円とすることが

必要である。 

なお、事業主が申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納付する義務

を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和22年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成18年12月15日 

Ａ社における厚生年金保険の被保険者期間のうち、申立期間の標準賞与額の記録が

無い。賞与の振込みが確認できる預金通帳の写しを提出するので、標準賞与額を認め

てほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人から提出のあった預金通帳の写し、申立人に係る「平成 19 年度（平成 18 年

分）所得照会回答書」及び元従業員二人の提出した賞与明細書の写しにより、申立人は、

申立期間にＡ社から賞与の支払を受け、当該賞与に係る厚生年金保険料を事業主により

賞与から控除されていたことが認められる。 

一方、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき標準

賞与額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が行われるのは、事業

主が源泉控除していたと認められる保険料額及び申立人の賞与額のそれぞれに見合う標

準賞与額の範囲内であることから、これらの標準賞与額のいずれか低い方の額を認定す

ることとなる。 

したがって、申立期間の標準賞与額については、上記預金通帳において確認できる振

込額を基に算出した厚生年金保険料控除額から、18 万 5,000 円とすることが妥当であ

る。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、Ａ社

は既に破産しており、事業主は当時の資料を保有しておらず、これを確認できる関連資

料及び周辺事情が見当たらないことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

  



また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主が申立て

どおりの賞与額に係る届出を社会保険事務所（当時）に対して行ったか否かについては、

これを確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらないことから、行ったとは認められ

ない。 

  



関東東京厚生年金 事案24274 

 

第１ 委員会の結論 

申立人のＡ社に係る厚生年金保険被保険者記録は、資格取得日が平成 19 年７月１日、

資格喪失日が 22年７月 16日とされ、当該期間のうち、同年６月 30日から同年７月 16

日までの期間は厚生年金保険法第 75 条本文の規定により、年金額の計算の基礎となる

被保険者期間とならない期間と記録されているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたと認められることから、当該記録を取り

消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立

人の同社における資格喪失日を同年７月 16日とし、申立期間の標準報酬月額を28万円

とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行して

いないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和49年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成22年６月30日から同年７月16日まで 

Ａ社に勤務していた期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。同社

は年金事務所に事後訂正の届出を行ったが、厚生年金保険料は時効により納付するこ

とができず、申立期間の記録は年金の給付に反映されないので、給付されるよう記録

を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人のＡ社に係る厚生年金保険被保険者記録は、資格取得日が平成 19 年７月１日、

資格喪失日が 22年７月 16日とされ、当該期間のうち、同年６月 30日から同年７月 16

日までの期間は厚生年金保険法第 75 条本文の規定により、年金額の計算の基礎となる

被保険者期間とならない期間と記録されている。 

しかしながら、申立人が提出した退職証明書及び給与支給明細書並びにＡ社が提出し

た賃金台帳並びに同社の回答により、申立人は、平成 22年７月15日まで同社に継続し

て勤務し、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認

められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、上記給与支給明細書及び賃金台帳におい

  



て確認できる保険料控除額から、28万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は、申立人に係る資格喪失の届出を誤って行い、申立期間に係る厚生年金保険料を納

付していないことを認めていることから、これを履行していないと認められる。 

  



関東東京厚生年金 事案24275 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人のＡ社に係る厚生年金保険被保険者記録は、資格取得日が昭和54年４月11日

とされ、同日から同年５月１日までの期間は厚生年金保険法第 75 条本文の規定により、

年金額の計算の基礎となる被保険者期間とならない期間と記録されているが、申立人は、

申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認められるこ

とから、当該記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関

する法律に基づき、申立人の同社における資格取得日を同年４月 11 日とし、申立期間

の標準報酬月額を 16万円とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行して

いないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和28年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和54年４月11日から同年５月１日まで 

    Ａ社に勤務していた期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。同社

は年金事務所に事後訂正の届出を行ったが、厚生年金保険料は時効により納付するこ

とができず、申立期間の記録は年金の給付に反映されないので、給付されるよう記録

を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人のＡ社に係る厚生年金保険被保険者記録は、資格取得日が昭和54年４月11日

とされ、同日から同年５月１日までの期間は厚生年金保険法第 75 条本文の規定により、

年金額の計算の基礎となる被保険者期間とならない期間と記録されている。 

しかしながら、雇用保険の加入記録、Ａ社から提出された申立人に係る人事記録及び

申立人から提出された給料明細書により、申立人は、昭和54年４月11日から同社に継

続して勤務し、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていた

と認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、上記給料明細書において確認できる保険

料控除額から、16万円とすることが妥当である。 

   なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

  



主は、申立人に係る資格取得の届出を誤って行い、申立期間に係る厚生年金保険料を納

付していないことを認めていることから、これを履行していないと認められる。 

  



関東東京厚生年金 事案24276 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間における標準報酬月額の記録は、事後訂正の結果 44 万円とされて

いるところ、当該額は厚生年金保険法第 75 条本文の規定に該当することから、年金額

の計算の基礎となる標準報酬月額は訂正前の 38 万円とされているが、申立人は、申立

期間のうち、平成 21年９月１日から 22年９月１日までの期間について、その主張する

標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めら

れることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例

等に関する法律（以下「特例法」という。）に基づき、当該期間の標準報酬月額に係る

記録を44万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準報酬月額に基づく厚生年金保険料（訂正前の

標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義務を履行していないと認

められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和50年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成21年３月１日から22年９月１日まで 

Ａ社に勤務していた期間のうち、申立期間の厚生年金保険の標準報酬月額が、保険

料控除額に見合う標準報酬月額と相違している。同社は年金事務所に事後訂正の届出

を行ったが、厚生年金保険料は時効により納付することができず、申立期間の記録は

年金の給付に反映されないので、給付されるよう記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

オンライン記録によると、申立人のＡ社における申立期間の標準報酬月額について、

当初 38 万円と記録されていたところ、申立期間に係る保険料の徴収権が時効により消

滅した後の平成 24年10月に、事業主が申立期間に係る報酬月額の訂正の届出を行った

ことにより、44 万円に訂正されている。しかし、当該額は厚生年金保険法第 75 条本文

の規定に該当することから、年金額の計算の基礎となる標準報酬月額は当該訂正前の

38万円とされている。 

申立期間のうち、平成 21年９月から22年８月までについて、Ａ社から提出された賃

金台帳により、申立人は、上記訂正前の標準報酬月額（38 万円）を超える報酬月額の

  



支払を受け、当該報酬月額に見合う標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主によ

り給与から控除されていたことが認められる。 

したがって、当該期間の標準報酬月額については、上記賃金台帳において確認できる

報酬月額及び保険料控除額から、44万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は、申立人に係る報酬月額の届出を誤ったこと、及び当該期間に係る厚生年金保険料

を納付していないことを認めていることから、これを履行していないと認められる。 

申立期間のうち、平成 21 年３月から同年８月までについて、上記賃金台帳により、

申立人は、上記訂正前の標準報酬月額（38 万円）を超える報酬月額の支払を受けてい

たことが確認できるものの、保険料控除額に見合う標準報酬月額は、当該訂正前の標準

報酬月額と一致していることから、特例法に基づく記録訂正の対象に当たらないため、

あっせんは行わない。 

  



関東東京厚生年金 事案24277 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間における標準報酬月額の記録は、事後訂正の結果、平成 21 年３月

から 22 年２月までは 41 万円、同年３月から同年８月までは 47 万円とされているとこ

ろ、当該額は厚生年金保険法第 75 条本文の規定に該当することから、年金額の計算の

基礎となる標準報酬月額は訂正前の 34 万円とされているが、申立人は、申立期間のう

ち、21 年９月１日から 22 年９月１日までの期間について、当該訂正前の標準報酬月額

より高い標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていた

と認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納

付の特例等に関する法律（以下「特例法」という。）に基づき、当該期間の標準報酬月

額に係る記録を、21 年９月から 22 年６月までは 41 万円、同年７月及び同年８月は 47

万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準報酬月額に基づく厚生年金保険料（訂正前の

標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義務を履行していないと認

められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和30年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成21年３月１日から22年９月１日まで 

Ａ社に勤務していた期間のうち、申立期間の厚生年金保険の標準報酬月額が、保険

料控除額に見合う標準報酬月額と相違している。同社は年金事務所に事後訂正の届出

を行ったが、厚生年金保険料は時効により納付することができず、申立期間の記録は

年金の給付に反映されないので、給付されるよう記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

オンライン記録によると、申立人のＡ社における申立期間の標準報酬月額について、

当初 34 万円と記録されていたところ、申立期間に係る保険料の徴収権が時効により消

滅した後の平成 24年10月に、事業主が申立期間に係る報酬月額の訂正の届出を行った

ことにより、21 年３月から 22 年２月までは 41 万円、同年３月から同年８月までは 47

万円に訂正されている。しかし、当該額は厚生年金保険法第 75 条本文の規定に該当す

ることから、年金額の計算の基礎となる標準報酬月額は当該訂正前の 34 万円とされて

  



いる。 

申立期間のうち、平成 21年９月から22年８月までについて、Ａ社から提出された賃

金台帳により、申立人は、上記訂正前の標準報酬月額（34 万円）を超える報酬月額の

支払を受け、当該訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料よりも高い保険料を事

業主により給与から控除されていたことが認められる。 

一方、特例法に基づき標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び

保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる保険料額及び申立人

の報酬月額のそれぞれに見合う標準報酬月額の範囲内であることから、これらの標準報

酬月額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

したがって、当該期間の標準報酬月額については、上記賃金台帳において確認できる

保険料控除額から、平成 21 年９月から 22 年６月までは 41 万円、同年７月及び同年８

月は47万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は、申立人に係る報酬月額の届出を誤ったこと、及び当該期間に係る厚生年金保険料

を納付していないことを認めていることから、これを履行していないと認められる。 

申立期間のうち、平成 21 年３月から同年８月までについて、上記賃金台帳により、

申立人は、上記訂正前の標準報酬月額（34 万円）を超える報酬月額の支払を受けてい

たことが確認できるものの、保険料控除額に見合う標準報酬月額は、当該訂正前の標準

報酬月額と一致していることから、特例法に基づく記録訂正の対象に当たらないため、

あっせんは行わない。 

  



関東東京厚生年金 事案24278 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと

認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）における資格喪失日に係る記録を

昭和 44 年７月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を２万 8,000 円とすることが必

要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行して

いないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和24年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和44年６月30日から同年７月１日まで 

Ａ社に勤務していた期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。申立

期間においてＣ工場からＤ工場に異動したが、同社には継続して勤務していたので、

申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ｂ社から提出された申立人に係る在職証明書並びに同社人事部及び申立人と共にＡ社

Ｃ工場から同社Ｄ工場に異動したとする元従業員の供述から判断すると、申立人は、同

社に継続して勤務し（昭和 44 年７月１日にＡ社Ｃ工場から同社Ｄ工場に異動）、申立

期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における昭和 44 年５月の

社会保険事務所（当時）の記録から、２万 8,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は、申立期間当時、申立人に係る資格喪失の届出を誤ったことを認めていることから、

社会保険事務所は、申立人に係る昭和 44 年６月の保険料について納入の告知を行って

おらず（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付されるべき保険料

に充当した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、申立期間に係る保険

料を納付する義務を履行していないと認められる。 

  



関東東京厚生年金 事案24279 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと

認められることから、申立人のＡ社における資格喪失日に係る記録を昭和 47 年６月１

日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を９万 8,000円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行して

いないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和16年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和47年５月31日から同年６月１日まで 

Ａ社に勤務していた期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。申立

期間において同社には継続して勤務しており、保険料も給与から控除されていたはず

なので、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

  

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社の合併先であるＢ社の総務担当者及びＡ社の複数の同僚の供述から判断すると、

申立人は、同社及び同社の関連会社であるＣ社に継続して勤務し（昭和 47 年６月１日

にＡ社からＣ社に異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除

されていたと認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における昭和 47 年４月の

社会保険事務所（当時）の記録から、９万 8,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、上記

総務担当者は、当時の資料が無いため不明である旨回答しているが、事業主が資格喪失

日を昭和 47 年６月１日と届け出たにもかかわらず、社会保険事務所がこれを同年５月

31 日と誤って記録することは考え難いことから、事業主は同日を厚生年金保険の資格

喪失日として届け、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る同年５月の保険料につ

いて納入の告知を行っておらず（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後

に納付されるべき保険料に充当した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主

は、申立期間に係る保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

  



関東東京厚生年金 事案24280 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと

認められることから、申立人のＡ社Ｂ支店における資格喪失日に係る記録を昭和 48 年

５月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を８万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行して

いないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和17年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和48年４月30日から同年５月１日まで 

    Ａ社に勤務していた期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。申立

期間においても同社に継続して勤務し、保険料は給料から毎月天引きされており、記

録が途切れたり未納期間となっているのは納得できないので、厚生年金保険の被保険

者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   雇用保険の加入記録及び複数の同僚の供述から判断すると、申立人は、Ａ社に継続し

て勤務（昭和 48 年５月１日にＡ社Ｂ支店から同社Ｃ支店に異動）していたことが認め

られる。 

また、申立期間当時の元上司は、自分の記録にも空白期間があったが、給与明細上は

申立期間に係る保険料を控除されていたので、申立人を含む異動者についても給与から

保険料を控除されていたはずである旨供述している。 

これらを総合的に判断すると、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたと認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社Ｂ支店における昭和 48 年

３月の社会保険事務所（当時）の記録から、８万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は、保険料を納付したか否かについて不明としているが、事業主が資格喪失日を昭和

48 年５月１日と届け出たにもかかわらず、社会保険事務所がこれを同年４月 30 日と誤

って記録することは考え難いことから、事業主は同日を厚生年金保険の資格喪失日とし

  



て届け、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る同年４月の保険料について納入の

告知を行っておらず（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付され

るべき保険料に充当した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、申立期

間に係る保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

  



関東東京厚生年金 事案24281 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間①における標準賞与額の記録は、事後訂正の結果100万円とされて

いるところ、当該額は厚生年金保険法第 75 条本文の規定に該当することから、年金額

の計算の基礎となる標準賞与額は訂正前の 75 万 4,000 円とされているが、申立人は、

当該期間について、その主張する標準賞与額に基づく厚生年金保険料を事業主により賞

与から控除されていたと認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険の保

険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（以下「特例法」という。）に基づき、

当該期間の標準賞与額に係る記録を 100万円とすることが必要である。 

また、申立人の申立期間②に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75 条本

文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記録とされているが、

申立人は、当該期間について、その主張する標準賞与額に基づく厚生年金保険料を事業

主により賞与から控除されていたと認められることから、当該記録を取り消し、特例法

に基づき、当該期間の標準賞与額に係る記録を 150万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料（訂正前の標

準賞与額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義務を履行していないと認めら

れる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和27年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成 16年12月15日 

② 平成 17年12月12日 

Ａ社に勤務していた期間のうち、申立期間①の厚生年金保険の標準賞与額が実際の

賞与額に見合う標準賞与額と相違しており、また、申立期間②の標準賞与額の記録が

無い。同社は年金事務所に事後訂正の届出を行ったが、厚生年金保険料は時効により

納付することができず、申立期間の記録は年金の給付に反映されないので、給付され

るよう記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社から提出された賞与支給明細書により、申立人は、申立期間に同社から賞与の支

払を受け、その主張する標準賞与額に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控

  



除されていたと認められる。 

また、申立期間の標準賞与額については、上記賞与支給明細書において確認できる保

険料控除額から、平成 16年 12月 15日は 100万円、17年 12月 12日は 150万円とする

ことが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は、申立てに係る賞与額の届出を社会保険事務所（当時）に行っておらず、申立期間

に係る厚生年金保険料（申立期間①については、訂正前の標準賞与額に基づく厚生年金

保険料を除く。）を納付していないことを認めていることから、これを履行していない

と認められる。 

  



関東東京厚生年金 事案24282 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間①における標準賞与額の記録は、事後訂正の結果150万円とされて

いるところ、当該額は厚生年金保険法第 75 条本文の規定に該当することから、年金額

の計算の基礎となる標準賞与額は訂正前の 143万6,000円とされているが、申立人は、

当該期間について、その主張する標準賞与額に基づく厚生年金保険料を事業主により賞

与から控除されていたと認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険の保

険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（以下「特例法」という。）に基づき、

当該期間の標準賞与額に係る記録を 150万円とすることが必要である。 

また、申立人の申立期間②に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75 条本

文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記録とされているが、

申立人は、当該期間について、その主張する標準賞与額に基づく厚生年金保険料を事業

主により賞与から控除されていたと認められることから、当該記録を取り消し、特例法

に基づき、当該期間の標準賞与額に係る記録を 150万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料（訂正前の標

準賞与額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義務を履行していないと認めら

れる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和26年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成 16年12月15日 

② 平成 17年12月12日 

Ａ社に勤務していた期間のうち、申立期間①の厚生年金保険の標準賞与額が実際の

賞与額に見合う標準賞与額と相違しており、また、申立期間②の標準賞与額の記録が

無い。同社は年金事務所に事後訂正の届出を行ったが、厚生年金保険料は時効により

納付することができず、申立期間の記録は年金の給付に反映されないので、給付され

るよう記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社から提出された賞与支給明細書により、申立人は、申立期間に同社から賞与の支

払を受け、その主張する標準賞与額に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控

  



除されていたと認められる。 

また、申立期間の標準賞与額については、上記賞与支給明細書において確認できる保

険料控除額から、それぞれ 150万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は、申立てに係る賞与額の届出を社会保険事務所（当時）に行っておらず、申立期間

に係る厚生年金保険料（申立期間①については、訂正前の標準賞与額に基づく厚生年金

保険料を除く。）を納付していないことを認めていることから、これを履行していない

と認められる。 

  



関東東京厚生年金 事案24283 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間①における標準賞与額の記録は、事後訂正の結果150万円とされて

いるところ、当該額は厚生年金保険法第 75 条本文の規定に該当することから、年金額

の計算の基礎となる標準賞与額は訂正前の 139万5,000円とされているが、申立人は、

当該期間について、その主張する標準賞与額に基づく厚生年金保険料を事業主により賞

与から控除されていたと認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険の保

険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（以下「特例法」という。）に基づき、

当該期間の標準賞与額に係る記録を 150万円とすることが必要である。 

また、申立人の申立期間②に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75 条本

文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記録とされているが、

申立人は、当該期間について、その主張する標準賞与額に基づく厚生年金保険料を事業

主により賞与から控除されていたと認められることから、当該記録を取り消し、特例法

に基づき、当該期間の標準賞与額に係る記録を 150万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料（訂正前の標

準賞与額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義務を履行していないと認めら

れる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和18年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成 16年12月15日 

② 平成 17年12月12日 

Ａ社に勤務していた期間のうち、申立期間①の厚生年金保険の標準賞与額が実際の

賞与額に見合う標準賞与額と相違しており、また、申立期間②の標準賞与額の記録が

無い。同社は年金事務所に事後訂正の届出を行ったが、厚生年金保険料は時効により

納付することができず、申立期間の記録は年金の給付に反映されないので、給付され

るよう記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社から提出された賞与支給明細書により、申立人は、申立期間に同社から賞与の支

払を受け、その主張する標準賞与額に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与から控

  



除されていたと認められる。 

また、申立期間の標準賞与額については、上記賞与支給明細書において確認できる保

険料控除額から、それぞれ 150万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は、申立てに係る賞与額の届出を社会保険事務所（当時）に行っておらず、申立期間

に係る厚生年金保険料（申立期間①については、訂正前の標準賞与額に基づく厚生年金

保険料を除く。）を納付していないことを認めていることから、これを履行していない

と認められる。 

  



関東東京厚生年金 事案24288 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第 75 条本文の規定

により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記録とされているが、事業主

は、申立期間について、同法第 81 条の２の規定に基づく申出を行ったと認められ、申

立期間に係る保険料徴収は免除されることから、当該記録を取り消し、申立期間の標準

賞与額に係る記録を 14万5,000円とすることが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和45年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成16年８月25日 

    Ａ社における厚生年金保険の被保険者期間のうち、申立期間の標準賞与額の記録が

無い。同社は年金事務所に事後訂正の届出を行ったが、申立期間の記録は年金の給付

に反映されないので、給付されるよう記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社から提出された「項目・支給・控除の入力及び変更チェックリスト」により、申

立人は、申立期間に同社から賞与の支払を受けていたことが認められる。 

また、オンライン記録により、事業主は、平成15年12月20日から16年10月23日

までの期間について、厚生年金保険法第 81 条の２の規定に基づく育児休業期間中に係

る厚生年金保険料徴収の免除の申出を行ったことが確認できる。 

一方、事業主から提出された厚生年金保険被保険者賞与支払届の写しにより、事業主

は、申立期間に係る賞与支払届を、保険料を徴収する権利が時効により消滅した後であ

る平成 25 年１月 10 日に提出したことが確認できるところ、厚生年金保険法第 81 条の

２の規定に基づき事業主より免除の申出があった場合は、育児休業期間中の標準賞与額

に係る保険料については徴収が行われないことから、たとえ、申立期間当時に申立期間

に係る賞与支払届を提出しておらず、同法第 75 条本文の規定による、時効によって消

滅した保険料に係る標準賞与額であっても、年金額の計算の基礎とすべきものであると

考えられる。 

これらを総合的に判断すると、申立期間に係る標準賞与額については、上記チェック

リスト及び賞与支払届において確認できる賞与額から、14 万 5,000 円とすることが妥

当である。 

 

  



関東東京厚生年金 事案24289 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこ

とが認められることから、申立人のＡ社における資格喪失日に係る記録を昭和 49 年１

月４日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を６万 8,000円とすることが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行したか

否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和16年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和48年12月30日から49年１月４日まで 

    Ａ社に勤務していた期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。同社

から子会社のＢ社に出向したが、入社から継続して勤務していたので、申立期間を

厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社から提出された申立人に係る辞令簿、同社の証言及び申立人と同様に申立期間に

係る被保険者記録が無い同僚が保有する同社の給与支払明細書から判断すると、申立人

は、同社及びＢ社に継続して勤務し（Ａ社からＢ社に異動）、申立期間に係る厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

なお、申立期間に係る異動日については、上記辞令簿によると、「昭和 48 年 12 月

10 日、Ｂ社に出向を命ずる。」と記録されているものの、上記給与支払明細書により、

上記同僚は、申立期間にＡ社から給与の支払を受け、厚生年金保険料を控除されていた

ことが確認できることから、昭和 49年１月４日とすることが妥当である。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における昭和48年11月の

社会保険事務所（当時）の記録から、６万 8,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は不明としており、このほかに確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらないこと

から、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主が申立て

どおりの被保険者資格の喪失日に係る届出を社会保険事務所に対して行ったか否かにつ

  



いては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が見当たらないことから、行ったとは

認められない。 

  



関東東京厚生年金 事案24290 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこ

とが認められることから、申立人のＡ社（Ｂ営業所）における資格取得日に係る記録を

昭和49年３月 21日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を９万8,000円とすることが必

要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行し

ていないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和７年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和49年３月 21日から同年７月１日まで 

   Ａ社（Ｂ営業所）に勤務していた期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録

が無い。同社に入社し、Ｂ営業所に配属されたが、同社を退職するまで継続して勤務

しており、仕事内容にも変更は無かったので、申立期間を厚生年金保険の被保険者期

間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社（Ｂ営業所）における同僚の供述により、申立人は、申立期間において同社に継

続して勤務していたことが認められる。 

また、申立人と同様に申立期間に係る被保険者記録が無い同僚の一人が保有する給料

支払明細書によると、昭和 49 年３月から同年６月までの厚生年金保険料を控除されて

いることが確認できる上、上記同僚は、自分の保険料が控除されていたのだから、他の

従業員も控除されていたはずであり、自分だけ控除される理由は無い旨供述している。 

これらを総合的に判断すると、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたと認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社（Ｂ営業所）における昭和

49 年７月の社会保険事務所（当時）の記録から、９万 8,000 円とすることが妥当であ

る。 

一方、オンライン記録により、Ａ社（Ｂ営業所）が厚生年金保険の適用事業所となっ

たのは昭和 49 年７月１日であり、申立期間は適用事業所ではないことが確認できると

  



ころ、同社に係る商業・法人登記簿謄本によると、同社は、同年５月に法人事業所とな

っており、それ以前から物の販売及び修理等の事業を行う個人事業所であり、５人以上

の従業員が常時勤務していたことが認められることから、当時の厚生年金保険法に定め

る適用事業所の要件を満たしていたものと判断される。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は不明としているが、Ａ社（Ｂ営業所）は、申立期間において適用事業所の要件を満

たしていながら、社会保険事務所に適用の届出を行っていなかったと認められることか

ら、事業主は、申立期間に係る保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

  



関東東京厚生年金 事案24291 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間①について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたことが認められることから、当該期間の標準報

酬月額に係る記録を 41万円に訂正することが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る上記訂正後の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料

（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義務を履行して

いないと認められる。 

また、申立人は、申立期間②に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ社における資格喪失日に係る記録を平成

14年４月１日に訂正し、当該期間の標準報酬月額を41万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間②の厚生年金保険料を納付する義務を履行し

ていないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和12年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成13年11月10日から14年３月１日まで 

② 平成 14年３月１日から同年４月１日まで 

Ａ社がＢ社に発注した下請工事の現場責任者として選任され、同社からＡ社に出向

していた期間のうち、申立期間①の厚生年金保険の標準報酬月額が、実際の保険料控

除額に見合う標準報酬月額より低くなっている。給料支払明細書及び所得税の確定申

告書を提出するので、記録を訂正してほしい。また、申立期間②の厚生年金保険の加

入記録が無い。当該期間も継続して勤務していたので、厚生年金保険の被保険者とし

て認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①について、申立人から提出された給料支払明細書により、申立人は、当

該期間について、その主張する標準報酬月額（41 万円）に基づく厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、事

業主は、オンライン記録の標準報酬月額に係る届出を行い、保険料を納付したと回答

  



していることから、上記給料支払明細書において確認できる保険料控除額に見合う報

酬月額を社会保険事務所（当時）に届け出ておらず、その結果、社会保険事務所は、

当該標準報酬月額に基づく保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、当

該保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

２ 申立期間②について、Ａ社は、当時、下請工事の責任者として下請業者の従業員が元請

業者に在籍して業務に従事することが通例であり、申立人も、下請工事の責任者として、

平成13年11月から14年３月末まで同社に在籍して業務を遂行した旨回答している。 

また、Ａ社の役員の一人は、当該期間当時、同社として工事を施工するに当たり、申立

人が担当する技術の責任者として、同社における常用雇用者であることを確認するため、

健康保険被保険者証の写しを提出する必要があったことから、工事期間中のみ同社におい

て社会保険に加入させるものとした旨回答しており、当該工事期間については、資料は無

いが平成14年３月末頃までであったと記憶している旨供述している。 

さらに、Ａ社は、申立人の出向期間中の給与はＢ社において支払い、給与から控除した

厚生年金保険料については、Ａ社がＢ社に支払う請負代金で精算したとしているところ、

上記給料支払明細書により、申立人は、当該期間に同社から給与の支払を受け、厚生年金

保険料を控除されていることが確認できる。 

これらを総合的に判断すると、申立人は、当該期間に係る厚生年金保険料をＡ社の

事業主により給与から控除されていたと認められる。 

また、当該期間の標準報酬月額については、上記給料支払明細書において確認でき

る保険料控除額から、41万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、事

業主は、申立人に係る資格喪失日を誤って届け、当該期間に係る厚生年金保険料について

も納付していないことを認めていることから、社会保険事務所は、申立人に係る平成 14 年

３月の保険料について納入の告知を行っておらず（社会保険事務所が納入の告知を行った

ものの、その後に納付されるべき保険料に充当した場合又は保険料を還付した場合を含

む。）、事業主は、当該期間に係る保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

  



関東東京厚生年金 事案24292 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこ

とが認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）における資格喪失日に係る記

録を昭和 43 年４月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を１万 8,000 円とすること

が必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行して

いないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和23年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和43年３月31日から同年４月１日まで 

Ａ社に勤務していた期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。申立

期間において異動はあったが、同一企業内の異動であるため、申立期間を厚生年金保

険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録、Ｂ社から提出された申立人に係る在籍証明及び同社の回答から

判断すると、申立人は、申立期間においてＡ社に継続して勤務し（昭和 43 年４月１日

にＡ社から同社Ｃ事業部に異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与

から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における昭和 43 年２月の

社会保険事務所（当時）の記録から、１万8,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は不明としているが、事業主が資格喪失日を昭和 43 年４月１日と届け出たにもかか

わらず、社会保険事務所がこれを同年３月 31 日と誤って記録することは考え難いこと

から、事業主は同日を厚生年金保険の資格喪失日として届け、その結果、社会保険事務

所は、申立人に係る同年３月の保険料について納入の告知を行っておらず（社会保険事

務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付されるべき保険料に充当した場合又は

保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、申立期間に係る保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

  



関東東京厚生年金 事案24293 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたこ

とが認められることから、申立期間の標準賞与額に係る記録を150万円とすることが必

要である。 

なお、事業主が申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納付する義務

を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和23年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成15年12月10日 

    Ａ社に勤務していた期間のうち、申立期間の厚生年金保険の標準賞与額の記録が無

い。明細書は保有していないが、勤務期間中の同社の業績に問題は無く、賞与が支給

されたことは間違いないので、標準賞与額を認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社の清算人から提出された賞与一覧表により、申立人は、申立期間に同社から賞与

の支払を受け、当該賞与に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていた

ことが認められる。 

一方、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき標準

賞与額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が行われるのは、事業

主が源泉控除していたと認められる保険料額及び申立人の賞与額のそれぞれに見合う標

準賞与額の範囲内であることから、これらの標準賞与額のいずれか低い方の額を認定す

ることとなる。 

したがって、申立期間の標準賞与額については、上記賞与一覧表において確認できる

保険料控除額から、150万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、清算

人は不明としており、このほかに確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらないこと

から、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主が、申立

  



てどおりの賞与額に係る届出を社会保険事務所（当時）に対して行ったか否かについて

は、これを確認できる関連資料及び周辺事情が見当たらないことから、行ったとは認め

られない。 

  



関東東京厚生年金 事案24294 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこ

とが認められることから、申立人のＡ社における資格喪失日に係る記録を昭和 49 年１

月４日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 11万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行して

いないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和７年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和48年12月30日から49年１月４日まで 

    Ａ社に勤務していた期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。同社

から子会社のＢ社に出向したが、入社から継続して勤務していたので、申立期間を

厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社から提出された申立人に係る辞令簿、同社の証言及び申立人と同様に申立期間に

係る被保険者記録が無い従業員が保有する同社の給与支払明細書から判断すると、申立

人は、同社及びＢ社に継続して勤務し（Ａ社からＢ社に異動）、申立期間に係る厚生年

金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

なお、申立期間に係る異動日については、上記辞令簿によると、「昭和 48 年 12 月

10 日、Ｂ社に出向を命ずる。」と記録されているものの、上記給与支払明細書により、

上記従業員は、申立期間にＡ社から給与の支払を受け、厚生年金保険料を控除されてい

たことが確認できることから、昭和 49年１月４日とすることが妥当である。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における昭和48年11月の

社会保険事務所（当時）の記録から、11万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は不明としているが、申立人に係る厚生年金保険の資格喪失日と雇用保険の離職日は

符合していることから、社会保険事務所及び公共職業安定所の双方が誤って記録したと

は考え難く、事業主は昭和 48 年 12 月 30 日を厚生年金保険の資格喪失日として届け、

その結果、社会保険事務所は、申立人に係る同年 12 月の保険料について納入の告知を

  



行っておらず（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付されるべき

保険料に充当した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、申立期間に係

る保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

  



関東東京厚生年金 事案24296 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準報酬月額の記録については、平成15年２月から17年２

月までを 20 万円、同年３月から 20 年６月まで及び 21 年８月から同年 10 月までを 30

万円に訂正することが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る上記訂正後の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料

（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義務を履行して

いないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和42年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成 15年２月１日から20年７月１日まで 

② 平成21年８月１日から同年11月１日まで 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の標準報酬月額が、実際に給

与から控除された保険料に見合う標準報酬月額より低くなっている。申立期間の給与

支給明細書を提出するので、記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間のうち、平成 15 年３月から 17 年６月まで、同年８月から 20 年６月まで及

び21年８月から同年 10月までについて、申立人から提出された給与支給明細書により、

申立人は、オンライン記録の標準報酬月額を超える標準報酬月額に基づく厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間のうち、平成 15年２月及び17年７月について、申立人は、保険料控

除を確認できる資料を保有していないものの、当該期間の前後の期間における上記給与

支給明細書において確認できる保険料控除額から判断すると、申立人は、当該期間につ

いても、前後の期間と同様に厚生年金保険料を控除されていたものと認められる。 

一方、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき標準

報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が行われるのは、事

業主が源泉控除していたと認められる厚生年金保険料額及び申立人の報酬月額のそれぞ

れに見合う標準報酬月額の範囲内であることから、これらの標準報酬月額のいずれか低

い方の額を認定することとなる。 

  



したがって、申立期間に係る標準報酬月額については、上記給与支給明細書において

確認又は推認できる保険料控除額から、平成 15 年２月から 17 年２月までは 20 万円、

同年３月から 20年６月まで及び 21年８月から同年10月までは30万円とすることが妥

当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、上記

給与支給明細書において確認又は推認できる保険料控除額に見合う標準報酬月額とオン

ライン記録の標準報酬月額が、長期間にわたり一致していないことから、事業主は、当

該保険料控除額に見合う報酬月額を届け出ておらず、その結果、社会保険事務所（当

時）は、当該標準報酬月額に基づく保険料について納入の告知を行っておらず、事業主

は、当該保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

  



関東東京厚生年金 事案24297 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたと

認められることから、申立期間の標準賞与額に係る記録を 70 万円とすることが必要で

ある。 

なお、事業主が申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納付する義務

を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和53年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成15年12月10日 

Ａ社Ｂ支店における厚生年金保険の被保険者期間のうち、申立期間の標準賞与額の

記録が無い。賞与が支給され、保険料を控除されたのは確かなので、標準賞与額を認

めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社から提出された平成 15年12月の賞与一覧表等により、申立人は、申立期間に同

社から 70 万円の賞与の支払を受け、当該賞与に係る厚生年金保険料を事業主により賞

与から控除されていたことが認められる。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、Ａ社

の元監査役は、同社は既に解散し、当時の資料等が無いため不明としており、これを確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらないことから、明らかでないと判断せざるを

得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主が申立て

どおりの賞与額に係る届出を社会保険事務所（当時）に対して行ったか否かについては、

これを確認できる関連資料及び周辺事情が見当たらないことから、行ったとは認められ

ない。 

  



関東東京厚生年金 事案24298 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたと

認められることから、申立期間の標準賞与額に係る記録を 52 万円とすることが必要で

ある。 

なお、事業主が申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納付する義務

を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和57年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成18年６月８日 

Ａ社Ｂ支店における厚生年金保険の被保険者期間のうち、申立期間の標準賞与額の

記録が無い。平成 18 年６月の賞与支給明細書を提出するので、標準賞与額を認めて

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人から提出された平成 18 年６月の賞与支給明細書及びＡ社から提出された同年

６月の賞与一覧表等により、申立人は、申立期間に同社から 52 万円の賞与の支払を受

け、当該賞与に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認め

られる。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、Ａ社

の元監査役は、同社は既に解散し、当時の資料等が無いため不明としており、これを確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらないことから、明らかでないと判断せざるを

得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主が申立て

どおりの賞与額に係る届出を社会保険事務所（当時）に対して行ったか否かについては、

これを確認できる関連資料及び周辺事情が見当たらないことから、行ったとは認められ

ない。 

  



関東東京厚生年金 事案24299 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたと

認められることから、申立期間の標準賞与額に係る記録を150万円とすることが必要で

ある。 

なお、事業主が申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納付する義務

を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和39年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成15年12月10日 

Ａ社Ｂ支店における厚生年金保険の被保険者期間のうち、申立期間の標準賞与額の

記録が無い。賞与が支給され、保険料を控除されたのは確かなので、標準賞与額を認

めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社から提出された平成 15年12月の賞与一覧表等により、申立人は、申立期間に同

社から賞与の支払を受け、当該賞与に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除

されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準賞与額については、上記賞与一覧表において確認できる保険料

控除額から、150万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、Ａ社

の元監査役は、同社は既に解散し、当時の資料等が無いため不明としており、これを確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらないことから、明らかでないと判断せざるを

得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主が申立て

どおりの賞与額に係る届出を社会保険事務所（当時）に対して行ったか否かについては、

これを確認できる関連資料及び周辺事情が見当たらないことから、行ったとは認められ

ない。 

  



関東東京厚生年金 事案24300 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたと

認められることから、申立期間の標準賞与額に係る記録を 25 万円とすることが必要で

ある。 

なお、事業主が申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納付する義務

を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和57年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成18年６月８日 

Ａ社Ｂ支店における厚生年金保険の被保険者期間のうち、申立期間の標準賞与額の

記録が無い。賞与が支給され、保険料を控除されたのは確かなので、標準賞与額を認

めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社から提出された平成 18 年６月の賞与一覧表等により、申立人は、申立期間に同

社から 25 万円の賞与の支払を受け、当該賞与に係る厚生年金保険料を事業主により賞

与から控除されていたことが認められる。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、Ａ社

の元監査役は、同社は既に解散し、当時の資料等が無いため不明としており、これを確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらないことから、明らかでないと判断せざるを

得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主が申立て

どおりの賞与額に係る届出を社会保険事務所（当時）に対して行ったか否かについては、

これを確認できる関連資料及び周辺事情が見当たらないことから、行ったとは認められ

ない。 

  



関東東京厚生年金 事案24301 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたと

認められることから、申立期間の標準賞与額に係る記録を 45 万円とすることが必要で

ある。 

なお、事業主が申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納付する義務

を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和56年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成18年６月８日 

Ａ社Ｂ支店における厚生年金保険の被保険者期間のうち、申立期間の標準賞与額の

記録が無い。賞与が支給され、保険料を控除されたのは確かなので、標準賞与額を認

めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社から提出された平成 18 年６月の賞与一覧表等により、申立人は、申立期間に同

社から 45 万円の賞与の支払を受け、当該賞与に係る厚生年金保険料を事業主により賞

与から控除されていたことが認められる。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、Ａ社

の元監査役は、同社は既に解散し、当時の資料等が無いため不明としており、これを確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらないことから、明らかでないと判断せざるを

得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主が申立て

どおりの賞与額に係る届出を社会保険事務所（当時）に対して行ったか否かについては、

これを確認できる関連資料及び周辺事情が見当たらないことから、行ったとは認められ

ない。 

  



関東東京厚生年金 事案24302 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたと

認められることから、申立期間の標準賞与額に係る記録を、平成 16 年８月 10 日は 25

万円、同年12月10日は24万4,000円とすることが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納付する義務

を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和50年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成16年８月10日 

② 平成 16年12月10日 

Ａ社（現在は、Ｂ社）における厚生年金保険の被保険者期間のうち、申立期間の標

準賞与額の記録が無い。申立期間においても賞与が支給され、保険料を控除されてい

たので、標準賞与額を認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ｂ社が保有しているＡ社における申立人に係る「平成 16 年分退職所得給与所得に対

する所得税源泉徴収簿」により、申立人は、申立期間に同社から賞与の支払を受け、当

該賞与に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

一方、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、標

準賞与額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が行われるのは、事

業主が源泉控除していたと認められる保険料額及び申立人の賞与額のそれぞれに見合う

標準賞与額の範囲内であることから、これらの標準賞与額のいずれか低い方の額を認定

することとなる。 

したがって、申立期間に係る標準賞与額については、上記所得税源泉徴収簿において

確認できる保険料控除額又は賞与額から、平成 16 年８月 10 日は 25 万円、同年 12 月

10日は24万4,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、Ｂ社

は、既に法人組織が変更されているため、当時の資料が残っておらず不明としており、

これを確認できる関連資料及び周辺事情が見当たらないことから、明らかでないと判断

  



せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主が申立て

どおりの賞与額に係る届出を社会保険事務所（当時）に対して行ったか否かについては、

これを確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらないことから、行ったとは認められ

ない。 

  



関東東京厚生年金 事案24303 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこ

とが認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）における資格取得日に係る記

録を昭和 35 年 12 月 20 日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を１万円とすることが必

要である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行したか

否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和８年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和35年12月20日から36年１月１日まで 

    Ａ社に勤務していた期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。申立

期間においても継続して勤務していたので、厚生年金保険の被保険者として認めてほ

しい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録並びに申立期間当時のＡ社及びその関連会社であるＣ社の同僚に

係る厚生年金保険の被保険者記録並びに申立期間当時、同社において社会保険事務を担

当していた者の供述から判断すると、申立人は、同社及びＡ社に継続して勤務し（昭和

35 年 12 月 20 日にＣ社からＡ社に異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたものと認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における昭和 36 年１月の

社会保険事務所（当時）の記録から、１万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は不明としており、これを確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらないことから、

明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主が申立て

どおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務所に対して行ったか否かにつ

いては、これを確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらないことから、行ったとは

認められない。 

  



関東東京国民年金 事案13700 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 37年 12月から 50年３月までの期間及び 54年４月から 57年３月まで

の期間の国民年金保険料については、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日  ： 昭和17年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間  ： ① 昭和 37年12月から50年３月まで 

         ② 昭和 54年４月から57年３月まで 

    私は、国民年金保険料を 10 年間以上納付している条件をぎりぎり満たしていたの

で、昭和 58 年頃に年金住宅融資を受けることができた。これは、私の元妻が私の国

民年金の加入手続を行い、同年頃までに 10 年間以上の保険料を納付していたからで

はないかと思う。申立期間①及び②の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、国民年金保険料を昭和 58年頃までに10年間以上納付していたので、年金

住宅融資を受けることができたと主張しているが、申立人が年金住宅融資を受けたとす

るＡは、申立人が年金住宅融資を受けた時期は平成６年 11月10日であると回答してお

り、申立人の主張と相違している上、同時点では、昭和 59 年８月から 60 年 12 月まで

の国民年金保険料納付済期間と 61年４月から平成６年10月までの厚生年金保険加入期

間の合計が 120 か月となり、申立期間を含めなくとも 10 年間以上保険料を納付してい

たこととなる。 

   また、申立人によれば、申立人の国民年金保険料を納付していたとする申立人の元妻

は、保険料納付について何も覚えていないと述べている上、申立人は、申立期間の保険

料納付に関与していないことから、申立期間における保険料の納付状況は不明である。 

さらに、申立人の保険料を納付していたとする元妻は、申立期間①のうち昭和 44 年

５月から 46 年３月までの期間及び同年 10 月から 50 年３月までの期間並びに申立期間

②の保険料が未納である。 

   そのほか、申立人が申立期間の保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、

確定申告書等）は無く、申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情

も見当たらない。 

  



   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申

立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 

  



関東東京国民年金 事案13701 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和42年９月から 49年３月までの国民年金保険料については、納付してい

たものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和22年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和42年９月から49年３月まで 

    私の母は、申立期間の国民年金保険料を納付してくれたはずである。申立期間の保

険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の国民年金手帳記号番号は、当該記号番号前後の記号番号の任意加入被保険者

に係る資格取得日から昭和 49 年 10 月頃に払い出されたと推認でき、同年 10 月時点で、

申立期間のうち 47年７月から 49年３月までの国民年金保険料は過年度納付により、42

年９月から 47 年６月までの保険料は特例納付により遡って納付することが可能であっ

たものの、申立人は、母親は遡って保険料を納付したことはないと思うと述べている上、

申立人は、国民年金の加入手続及び申立期間に係る保険料納付に関与しておらず、母親

から当時の事情を聴取することができないため、申立期間における保険料の納付状況は

不明である。 

また、申立人は国民年金手帳を見たことはないとしており、申立期間当時に申立人に

対して別の手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

そのほか、申立人が申立期間の保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、

確定申告書等）は無く、申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情

も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申

立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 

  



関東東京国民年金 事案13702 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 47年８月から 49年６月までの国民年金保険料については、納付してい

たものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和24年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和47年８月から49年６月まで 

私は、昭和 51 年９月に２回に分けて、49 年７月から 51 年３月までの国民年金保

険料を遡って納付したとき、納付できなかった未納期間があったことは認識していた。

婚姻後、特例納付制度によりこの未納期間の保険料を納付することができることを知

り、実家のある町の役場で特例納付の説明を受け、時期は定かでないが、町役場内の

金融機関で申立期間の保険料を特例納付した覚えがある。申立期間の保険料が未納と

されていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、婚姻後に申立期間の国民年金保険料を特例納付したとしているが、当初、

特例納付した時期は婚姻前の昭和 49 年頃であったとしており、納付時期に関する記憶

が明確ではない。 

また、申立人は、特例納付に係る納付書の入手経緯及び保険料の納付額に関する記

憶も明確ではない。 

そのほか、申立人が、申立期間の保険料を納付していたことを示す関連資料（家計

簿、確定申告書等）は無く、申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺

事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 

  



関東東京国民年金 事案13703 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 36年４月から 37年５月までの期間、38年７月から 39年２月までの期

間、42 年５月、同年６月、44 年５月から同年８月までの期間、46 年４月から同年８月

までの期間、58 年７月から 62 年３月までの期間及び同年６月から同年９月までの期間

の国民年金保険料については、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和12年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 36年４月から37年５月まで 

             ② 昭和 38年７月から39年２月まで 

             ③ 昭和 42年５月及び同年６月 

             ④ 昭和 44年５月から同年８月まで 

             ⑤ 昭和46年４月から同年８月まで 

             ⑥ 昭和 58年７月から62年３月まで 

             ⑦ 昭和 62年６月から同年９月まで 

私の国民年金保険料については、申立期間①は両親が、申立期間②から⑤までは妻

が、申立期間⑥及び⑦は妻か私が納付していたはずなので、申立期間の保険料が未納

とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①から⑤までについては、申立人の国民年金手帳の記号番号は、当該期間よ

り後の昭和 46 年９月１日に申立人が国民年金に任意加入したことにより払い出されて

おり、当該期間は国民年金の未加入期間であるため国民年金保険料を納付することがで

きない期間である上、当該期間当時に申立人に対して別の手帳記号番号が払い出されていた

ことをうかがわせる事情も見当たらない。 

また、申立人は、当該期間の自身の国民年金の加入手続及び保険料の納付に関与して

おらず、申立期間①の保険料を納付していたとする申立人の両親及び申立期間②から⑤

までの保険料を納付していたとする申立人の妻から当時の状況を聴取することができな

いため、当該期間における保険料の納付状況は不明である。 

申立期間⑥及び⑦については、申立人は、自身か妻が保険料を納付していたとしてい

  



るが、申立人が妻と別居を始めた時期の記憶及び保険料納付に関する記憶は明確ではな

いほか、妻から当時の状況を聴取することができないため、当該期間における保険料の

納付状況は不明である。 

そのほか、申立人が申立期間の保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、

確定申告書等）は無く、申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情

も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申

立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 

  



関東東京国民年金 事案13704 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和43年10月から45年12月までの国民年金保険料については、納付してい

たものと認めることはできない。 

  

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和23年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和43年10月から45年12月まで 

    私の父は、私の将来を考えて、私が20歳になった昭和43年＊月頃に私の国民年金の

加入手続を行い、私が結婚するまで国民年金保険料を毎月集金人に納付してくれてい

たと思う。申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の国民年金手帳記号番号は、申立人の所持する国民年金手帳の手帳発行日の押印が昭

和48年２月20日であることから、同年２月頃に払い出されたと推認でき、当該時点で申立期間

の国民年金保険料は時効により納付することができない上、申立期間当時に申立人に対して別

の手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情は見当たらない。 

また、申立人の保険料を納付していたとする父親から当時の事情を聴取することができない

ため、申立期間における保険料の納付状況は不明である。 

そのほか、申立人が申立期間の保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確

定申告書等）は無く、申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も

見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申

立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 

  



関東東京国民年金 事案13705（事案 13095及び13466の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の平成 21年４月から 22年１月までの国民年金保険料については、納付してい

たものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和30年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成21年４月から22年１月まで 

私は、平成 21 年３月に失職して間もない頃、国民年金保険料の免除申請手続を行

い、４分の１の保険料の免除が承認された後、初めて送られてきた納付書により、申

立期間の４分の３の保険料を一括納付したはずである。申立期間の保険料が未納とさ

れていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間に係る申立てについて、申立人は、これまでの申立てに際して、申立期間の

国民年金保険料を納付したことを示す資料として申立期間を含む平成 21 年４月から 22

年５月までの期間の家計簿を提出しているが、ⅰ）当該家計簿には、申立期間の国民年

金保険料を納付したことを示す支出記録は見当たらないこと、ⅱ）申立期間は、保険料

の収納事務が国に一元化された 14 年４月以降の期間であり、事務処理の電子化等が一

層促進されたことなどにより、当時の記録管理の信頼性は高いと考えられることなどか

ら、既に年金記録確認Ａ地方第三者委員会（当時）の決定に基づき、24 年３月 28 日付

け及び同年９月 26日付けで年金記録の訂正は必要でないとする通知が行われている。 

今回、申立人は、上記通知の「判断の理由」に納得できないとして申立てを行ってい

るが、申立人から新たな資料等の提出は無く、その他に委員会の上記決定を変更すべき

新たな事情も見当たらないことから、申立人が、申立期間の国民年金保険料を納付して

いたものと認めることはできない。 

  



関東東京国民年金 事案13706 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 47 年 11 月から 53 年３月までの国民年金保険料については、納付して

いたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和27年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和47年11月から53年３月まで 

私は、学生であった申立期間当時、母から、「お前を年金に入れておいてあげ

た。」と聞いた記憶があるので、母が、私の国民年金の加入手続を行い、申立期間の

国民年金保険料を納付してくれていたはずである。申立期間の保険料が未納とされて

いることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の国民年金手帳記号番号は、国民年金手帳記号番号払出簿の払出年月日から昭

和 53 年 12 月頃に払い出されたと推認でき、同年 12 月時点で、申立期間のうち 51 年

10月から53年３月までの国民年金保険料は過年度納付により、47年11月から51年９

月までの保険料は特例納付により遡って納付することが可能であったものの、申立人は、

母親から保険料を遡って納付したことは聞いていないと述べている上、申立人は、国民

年金の加入手続及び申立期間に係る保険料納付に関与しておらず、申立人の母親から当

時の事情を聴取することができないため、申立期間における保険料の納付状況は不明で

ある。 

また、申立人は現在所持する年金手帳のほかに年金手帳を所持した記憶は無いと述べ

ており、申立期間当時に申立人に対して別の手帳記号番号が払い出されていたことをう

かがわせる事情も見当たらない。 

そのほか、申立人が申立期間の保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、

確定申告書等）は無く、申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情

も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申

立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 

  



関東東京国民年金 事案13707 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の平成14年12月の国民年金保険料については、納付していたものと認めるこ

とはできない。 

  

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和42年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成14年12月 

    私たち夫婦は、私が平成14年12月の途中で会社を辞めたので、同月中に区役所で夫

婦の国民年金への切替手続を行い、その日に国民年金保険料の納付書を受け取って、

金融機関で夫婦二人分の保険料を納付した。申立期間の保険料が未納とされているこ

とに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間に係る国民年金保険料の納付書を区役所で受け取ったとしている

が、平成 14 年４月以降の国民年金保険料の収納事務は国に一元化されているため、区

役所では申立期間に係る国民年金保険料の納付書を作成することはできない。 

また、申立人は、国民年金保険料の納付書を平成14年12月に受け取ったとしている

が、オンライン記録により、申立期間に係る第２号被保険者から第１号被保険者への種

別変更の処理日は 15年２月 19日であることが確認でき、当該処理日より前に申立期間

に係る納付書が作成されたとは考え難い。 

そのほか、申立人が申立期間の保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、

確定申告書等）は無く、申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情

も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申

立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 

  



関東東京国民年金 事案13708 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の平成14年12月の国民年金保険料については、納付していたものと認めるこ

とはできない。 

  

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和50年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成14年12月 

    私たち夫婦は、私の夫が平成14年12月の途中で会社を辞めたので、同月中に区役所

で夫婦の国民年金への切替手続を行い、その日に国民年金保険料の納付書を受け取っ

て、金融機関で夫婦二人分の保険料を納付した。申立期間の保険料が未納とされてい

ることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間に係る国民年金保険料の納付書を区役所で受け取ったとしている

が、平成14年４月以降の国民年金保険料の収納事務は国に一元化されているため、区役

所では申立期間に係る国民年金保険料の納付書を作成することはできない。 

また、申立人は、国民年金保険料の納付書を平成14年12月に受け取ったとしているが、

オンライン記録により、申立期間に係る第３号被保険者から第１号被保険者への種別変

更の処理日は15年２月18日であることが確認でき、当該処理日より前に申立期間に係る

納付書が作成されたとは考え難い。 

そのほか、申立人が申立期間の保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、

確定申告書等）は無く、申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情

も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申

立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 

  



関東東京国民年金 事案13709 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、昭和 43年２月から 44年３月までの国民年金保険料については、納付して

いたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和23年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和43年２月から44年３月まで 

    私の母は、私の国民年金の加入手続を行い、私が結婚するまで母親の分と一緒に国

民年金保険料を自治会の集金人に納付してくれていたはずである。申立期間の保険料

が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、自身の申立期間の国民年金保険料については、母親が自宅に来ていた自治

会の集金人に母親の分と一緒に納付していたと述べており、申立人が当時居住していた

市（申立期間当時は、町）は、申立期間当時、被保険者から国民年金手帳を預かり、代

わりに「国民年金被保険者証書 国民年金保険料領収書」を交付し、納付組織の集金人

が現年度保険料の受領を行っていたと説明している。 

しかしながら、申立人の国民年金手帳記号番号は、国民年金手帳記号番号払出簿の払

出年月日から、昭和 43 年５月頃に払い出されたと推認でき、申立期間のうち同年４月

から 44 年３月までの保険料については、現年度納付分として集金人が受領することと

なるが、申立人から提出された「国民年金被保険者証書 国民年金保険料領収書」の当

該期間の欄には集金人の受領印が押されておらず、申立期間のうち 43 年２月及び同年

３月の保険料については、過年度納付分であるため、集金人が受領することはできない。 

また、申立人は、国民年金の加入手続及び保険料納付に関与しておらず、申立期間の

保険料を納付していたとする母親から当時の事情を聴取することができないため、申立

期間における保険料の納付状況は不明である。 

そのほか、申立人が申立期間の保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、

確定申告書等）は無く、申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情

も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申

立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 

  



関東東京国民年金 事案13710 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の平成 20 年３月の国民年金保険料については、納付していたものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和29年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成20年３月 

    私は、毎月 25 日の給料日以降に金融機関で家族の国民年金保険料を一緒に納付し

てきた。申立期間の保険料は、娘の保険料のみ納付済みとなっており、私と夫の保険

料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、毎月 25 日の給料日以降に家族の国民年金保険料を一緒に納付していたと

主張しているが、オンライン記録では、家族の保険料の納付日が同一でない期間が確認

できる。 

また、オンライン記録では、申立期間に係る申立人の長女の保険料は、申立期間から

２年後の平成 22年３月25日に納付されていることが確認できるが、申立人は、この時

期に保険料を納付した記憶が無く、保険料の納付時期に関する記憶も明確ではない。 

   そのほか、申立人が申立期間の保険料を納付していたことを示す関連資料(家計簿、

確定申告書等)は無く、申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情

も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申

立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 

  



関東東京国民年金 事案13711 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の平成６年４月、同年５月及び７年９月の国民年金保険料については、納付し

ていたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和42年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成６年４月及び同年５月 

             ② 平成７年９月 

私の国民年金保険料は、私が申立期間当時に勤務していた会社の部長が私に代わっ

て全て納付してくれていたはずである。申立期間の保険料が未納とされていることに

納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間当時に勤務していた会社の部長が申立人の国民年金保険料を納

付してくれていたとしているが、当該部長から当時の事情を聴取することができないた

め、申立期間①及び②における保険料の納付状況は不明である。 

また、オンライン記録によると、申立人の保険料納付は平成８年７月１日から開始

されており、当該納付時点で申立期間①の保険料は時効により納付することができない。 

そのほか、申立人が申立期間の保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、

確定申告書等）は無く、申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情

も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 

  



関東東京国民年金 事案13712 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 43年８月から 46年３月までの国民年金保険料については、納付してい

たものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和19年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 43年８月から45年12月まで 

② 昭和 46年１月から同年３月まで 

    私は、Ａに入るときに、自身の預金通帳を母親に渡して国民年金保険料の納付を依

頼し、Ａ勤務期間中、その預金通帳の口座に毎月送金していた。また、私は、Ａを退

職する際、Ｂの事務員から「国民年金保険料をなぜ３年間払っていたのですか。Ｃは

そういうものは一切払わなくてもいいんですよ。」と言われた。申立期間①が国民年

金に未加入で、申立期間②の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①のうち昭和 43年８月から同年12月までの国民年金保険料については、申

立人の国民年金被保険者台帳に還付する旨の表示があり、申立人の年金加入期間確認通

知書により、申立人の共済組合の年金加入期間は 43年８月 13日から 46年 12月 21日

までであることが確認できることから、行政側が申立人の当該共済組合への加入を確認

したため当該表示が行われたものと推認できる。 

また、申立期間①は国民年金の未加入期間であるため、制度上、保険料を納付するこ

とができない期間である。 

さらに、申立期間②直後の昭和 46 年４月から 47 年３月までの期間の保険料は 48 年

４月に過年度納付されていることが上記台帳で確認でき、当該納付時点で申立期間②は

過年度納付することが可能な期間であるものの、申立人は、保険料の納付に直接関与し

ておらず、申立期間の保険料を納付していたとする母親から申立期間に係る保険料の納

付状況について聞いていないと述べていることから、申立期間における保険料の納付状

況は不明である。 

そのほか、申立人が申立期間の保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、

確定申告書等）は無く、申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情

  



も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申

立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 

  



関東東京国民年金 事案13714 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 36 年９月から 39 年３月までの期間、同年 10 月から 40 年５月までの

期間及び 61 年 11 月から 62 年２月までの期間の国民年金保険料については、納付して

いたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和16年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和36年９月から39年３月まで 

             ② 昭和 39年10月から40年５月まで 

             ③ 昭和 61年11月から62年２月まで 

私の国民年金の加入手続は、両親のどちらかが行い、申立期間①及び②の国民年金

保険料については、当時父が経営する事業所で働いて得た給料の中から、父が納付し

てくれていた。また、申立期間③の保険料は、私の母が納付してくれていた。申立期

間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、国民年金の加入手続及び国民年金保険料の納付に関与しておらず、申立期

間①及び②に係る保険料を納付していたとする父親並びに申立期間③に係る保険料を納

付していたとする母親から、当時の納付状況等を聴取することができないため、当時の

状況は不明である。 

申立期間①及び②については、年度別納付状況リスト及び特殊台帳では、昭和 36 年

度のうち７か月分、昭和 37年４月から39年３月までの期間及び申立期間②の保険料が

未納と記録されていることが確認できる。 

申立期間③については、申立人の国民年金手帳の記号番号は２回払い出されており、

昭和 38 年３月頃に払い出された１回目の手帳記号番号のオンライン記録では、40 年６

月１日の被保険者資格喪失以降の資格取得記録が確認できないことから、申立期間③は

国民年金の未加入期間であるため、制度上、保険料を納付することができないほか、２

回目の手帳記号番号が払い出された平成５年１月時点では、申立期間③の保険料は時効

により納付することができない。 

そのほか、申立人が申立期間の保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、

確定申告書等）は無く、申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情

  



も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申

立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 

  



関東東京国民年金 事案13715 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 44年７月から 51年３月までの国民年金保険料については、納付してい

たものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和24年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和44年７月から51年３月まで 

    私の母は、私が厚生年金保険加入後１、２週間して、私の国民年金の喪失手続を区

役所で行ったときに、窓口で「今なら 20 歳まで遡って保険料を納付できます。」と

言われ特例納付の説明を受けたので、その場で手書きの納付書をもらい、その納付書

で私の 20歳までの保険料を３回に分けて、１回７万 7,000 円ほどを昭和 55年 12月

末までに区役所内の銀行で納付したはずである。申立期間の保険料が未納とされてい

ることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の母親が区の窓口で特例納付の説明を受けたとする昭和 55 年５月頃は、国民

年金の第３回特例納付実施期間内であったものの、母親が３回に分けて納付したとする

国民年金保険料の合計額約 23 万 1,000 円は、申立期間の保険料を特例納付した場合の

保険料額と相違する。 

また、申立人の母親は、手書きの７万 7,000円と記載された納付書を区の窓口で３通

受け取り、１回目は数日後、２回目は２か月後、３回目は半年後くらいに納付したと述

べているが、第３回特例納付の納付期限は、昭和 55年６月30日であることから、２回

目以降の時期については、特例納付することはできない。 

そのほか、申立人が申立期間の保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、

確定申告書等）は無く、申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情

も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申

立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 

  



関東東京国民年金 事案13716 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 47年 11 月から 50年５月までの期間、53年６月から 60 年９月までの

期間及び 61 年４月から同年６月までの期間の国民年金保険料については、納付してい

たものと認めることはできない。 

  

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和27年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和47年11月から50年５月まで 

             ② 昭和 53年６月から60年９月まで 

             ③ 昭和 61年４月から同年６月まで 

私は、私の両親から学生期間中の国民年金保険料を納付していると聞いていた。卒

業後は、自身で毎月保険料を納付してきた。申立期間の保険料が未納とされているこ

とに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①については、申立人の国民年金手帳の記号番号が払い出された昭和 61 年

10 月時点では、時効により国民年金保険料を納付することができない期間である。ま

た、申立人が当該期間の保険料を納付するためには、納付可能な時期に別の手帳記号番

号が払い出されていることが必要であるが、申立人は、現在年金手帳を１冊所持し、こ

れまでに別の手帳を所持していた記憶は無く、父親から年金手帳を渡されたかどうかは

分からないと述べているなど、申立人に別の手帳記号番号が払い出されていたことをう

かがわせる事情は見当たらない。 

さらに、申立人は国民年金の加入手続及び保険料の納付に関与しておらず、加入手続

及び保険料の納付をしてくれていたとする申立人の父親から当該期間の納付状況等を聴

取することができないため、当時の状況が不明である。 

加えて、申立人は、兄妹も学生の頃は両親に保険料を納付してもらっていたのではな

いかとしているが、申立人の妹は 20 歳に到達後、厚生年金保険に加入するまでは国民

年金の未加入期間であり、申立人の兄の年金加入記録は確認することができない。 

申立期間②については、申立人の国民年金手帳の記号番号が払い出された昭和 61 年

10 月時点では、申立期間②のうち 59 年６月以前の期間は時効により保険料を納付する

ことができない期間であり、申立期間①と同様に、申立人が当該期間の保険料を納付す

  



るためには、納付可能な時期に別の手帳記号番号が払い出されている必要があるが、申

立人に別の手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情は見当たらない。 

なお、申立人は当該期間の保険料を毎月納付していたとしているが、申立人の戸籍の

附票から、当該期間当時に居住していた区では、当時は原則として３か月毎に保険料を

収納しており、当時の制度とは異なる。 

申立期間③については、申立人は、当該期間の保険料を毎月納付していたとしている

が、前述のとおり、当時申立人が居住していた区の制度とは異なるほか、当該期間直後

の昭和 61 年７月から同年 10 月までの期間の保険料が納付された 63 年８月の時点では、

当該期間は時効により保険料を納付することができない期間である。 

そのほか、申立人が申立期間の保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、

確定申告書等）は無く、申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情

も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申

立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 

  



関東東京国民年金 事案13717 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和52年７月から53年12月までの国民年金保険料については、納付してい

たものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和28年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和52年７月から53年12月まで 

私は、昭和 54 年の結婚前に、国民年金保険料を納付せずにいた期間があったが、

結婚後、妻が２年分の保険料を遡って納付してくれた。申立期間の保険料が未納とさ

れていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の国民年金手帳の記号番号は２回払い出されているところ、そのうち１回目は

昭和50年３月頃に払い出されているが、申立人が52年７月に海外へ転居したことによ

り同年７月に国民年金の被保険者資格を喪失しており、その後、53 年７月に帰国後は

当該手帳記号番号による資格取得手続は行われておらず、申立期間を含む 52 年７月以

降の期間については、制度上、国民年金保険料を納付することはできない未加入期間で

ある。 

また、申立人の妻は、自身の手帳記号番号が払い出された時期（昭和 55 年１月）と

同時期に、申立人の未納であった２年分の保険料を遡って納付したと思うと述べている

が、実際には、申立人の２回目の手帳記号番号は申立期間後の 56 年３月に払い出され

当該払出時点で過年度納付することが可能な 54 年１月以降の保険料が納付済みとなっ

ていることから、妻は 56 年３月頃に遡って保険料を納付したものと考えられ、申立期

間の保険料は時効により納付することができなかったものと推認できる。 

さらに、申立人の妻は、現在所持する年金手帳以外に申立人の手帳を所持していた記

憶は無いとしており、１回目と２回目の手帳記号番号が払い出された間に別の手帳記号

番号が払い出されていたことをうかがわせる事情は見当たらない。 

そのほか、申立人が申立期間の保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、

確定申告書等）は無く、申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情

も見当たらない。 

  

、

、



これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申

立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 

  



関東東京国民年金 事案13718 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 48 年４月から同年９月までの国民年金保険料については、納付してい

たものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和23年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和48年４月から同年９月まで 

    私の夫は、結婚後しばらくしてから、私の国民年金の加入手続を行い、それまで未

納となっていた期間の私の国民年金保険料を遡って納付してくれた。申立期間の保

険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間直前の昭和43年３月から48年３月までの期間の国民年金保険料を

第２回特例納付で、申立期間直後の同年10月から49年３月までの期間の保険料を過年度

納付により、それぞれ50年12月12日に納付していることが確認できる国民年金保険料現

金領収証書を所持しているが、申立期間は、当該特例納付の納付可能期間（36年４月か

ら48年３月まで）ではなく、当該領収証書の領収日時点では、申立期間の保険料は時効

により過年度納付することができない期間である。 

また、申立人は、国民年金の加入手続及び保険料の納付に関与しておらず、加入手続

及び保険料の納付をしたとする申立人の夫は、申立期間の保険料の納付時期、納付場所

及び納付額に関する記憶が明確でない。 

そのほか、申立人が申立期間の保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、

確定申告書等）は無く、申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情

も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申

立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 

  



関東東京国民年金 事案13719 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 57 年４月から 61 年３月までの国民年金保険料については、納付して

いたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和27年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和57年４月 

             ② 昭和 57年５月から61年３月まで 

私は、金融機関の窓口で付加保険料を含む国民年金保険料を納付していたが、長男

が生まれる頃に、金融機関の集金人に対しても保険料を納付することができることを

知り、その後は金融機関の職員に保険料の納付を依頼していた。申立期間①の付加保

険料を含む国民年金保険料が未納とされ、申立期間②が国民年金に未加入で定額保険

料及び付加保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①については、申立人は申立期間当時の国民年金保険料の納付金額に関する

記憶が明確でなく、申立期間の保険料を金融機関の職員に毎月納付していたとしている

が、申立人の住民票から申立期間当時に居住していた区では、当時は原則３か月単位で

保険料を収納していたことから、納付頻度に関する申立人の主張は当時の制度と相違す

る。 

申立期間②については、申立人は昭和 57年５月30日の任意加入被保険者資格喪失の

届出をした記憶は無いと説明しているが、申立人の手帳記号番号が記載されている国民

年金手帳記号番号払出簿の備考欄には、「喪」の記載が確認でき、これは被保険者の申

出に基づき任意加入被保険者の資格喪失がされたものと考えられることから、当該期間

は国民年金の未加入期間であり、制度上、保険料を納付することはできない。 

そのほか、申立人が申立期間の保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、

確定申告書等）は無く、申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情

も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申

立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 

  



関東東京国民年金 事案13720 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和53年４月から57年２月までの付加保険料については、納付していたも

のと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和28年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和53年４月から57年２月まで 

     私は、国民年金に任意加入した後、友人から付加保険料についての話を聞き、定額

保険料に加えて付加保険料を併せて納付し始めた。申立期間の付加保険料が未納とさ

れていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、付加保険料の話を聞いたとされる友人と出会ったのは昭和54年２月頃であ

ると述べていることから、申立人が付加保険料の申出をした時期は早くとも54年２月で

あり、付加保険料はその申出をした日の属する月から納付可能とされていることから、

少なくともその時点において申立人は、申立期間のうち53年４月から54年１月までの付

加保険料を納付することはできず、また申立人は付加保険料の申出をした時期に関する

記憶が明確でない。 

また、申立人が現在も居住している市の国民年金被保険者名簿から、昭和54年１月以

降は口座振替により保険料を納付していることが確認でき、当該名簿の所得比例保険料

（当時の「付加保険料」の呼称）の資格取得申出欄は空欄となっており、納付記録欄に

おいても、申立期間のうち53年４月から56年３月までの期間の定額保険料の納付は確認

できるが、所得比例保険料（付加保険料）の納付は確認できない。 

そのほか、申立人が申立期間の付加保険料を納付していたことを示す関連資料（家計

簿、確定申告書等）は無く、申立期間の付加保険料を納付していたことをうかがわせる

周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申

立人が申立期間の付加保険料を納付していたものと認めることはできない。 

 

  



関東東京国民年金 事案13721 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 54 年２月から 58 年３月までの国民年金保険料については、納付して

いたものと認めることはできない。 

  

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和34年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和54年２月から58年３月まで 

私の父は、私が 20歳になった昭和54年＊月頃に国民年金の加入手続を行い、国民

年金保険料を納付してくれていたと思う。申立期間のうち、56 年４月以降の保険料

は、間違いなく納付してくれていたはずである。申立期間が国民年金に未加入とされ

ていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、20 歳になった昭和 54 年＊月頃に申立人の父親が国民年金の加入手続を行

ってくれたと思うと述べているが、申立人の国民年金手帳の記号番号は、申立期間後の

58 年５月頃に払い出されており、申立人の国民年金への加入手続はこの頃に行われた

と推認でき、同年４月に被保険者資格を取得していることから、申立期間は未加入期間

であるため、納付書が発行されていたとは考え難い。 

また、申立人が国民年金の加入手続を行ったとする昭和 54 年＊月頃の国民年金手帳

記号番号払出簿には、申立人の氏名は確認できないほか、オンライン記録による氏名検

索においても、申立期間中に申立人に別の手帳記号番号が払い出されていた事情はうか

がえない。 

さらに、申立人は、国民年金の加入手続及び保険料の納付に関与しておらず、加入手

続及び保険料の納付をしていたとする父親は、国民年金の加入時期及び保険料の納付開

始時期に関する記憶が明確でないほか、申立人の父親が申立期間の保険料を納付してい

たことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立人の父親が申立期

間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申

立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 

  



関東東京厚生年金 事案24284 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、その主張する標準賞与額に基づく厚生年金保険料を事

業主により賞与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和49年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成15年４月 

    Ａ社に勤務していた申立期間において、厚生年金保険料が賞与から控除されていた

はずなのに、当該賞与記録が年金記録に反映されていないので、申立期間の標準賞与

額を認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ｂ社は、申立人が所属していた同社グループ内のＡ社においては４月に賞与は支給し

ていない旨回答しているところ、申立人の給与及び賞与が振り込まれていたＣ社から提

出された、平成 15年３月１日から同年７月31日までの期間に係る取引推移一覧による

と、申立期間に賞与が振り込まれていないことが確認できる。 

また、Ｄ組合から提出された申立人に係る適用台帳によると、申立期間に係る標準賞

与額の記録は確認できない。 

このほか、申立人の主張する標準賞与額に基づく厚生年金保険料の控除について確認

できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が申

立期間について、その主張する標準賞与額に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与

から控除されていたと認めることはできない。 

 

  



関東東京厚生年金 事案24285 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、その主張する標準賞与額に基づく厚生年金保険料を事

業主により賞与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和21年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成15年４月 

    Ａ社に勤務していた申立期間において、厚生年金保険料が賞与から控除されていた

はずなのに、当該賞与記録が年金記録に反映されていないので、申立期間の標準賞与

額を認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ｂ社は、申立人が所属していた同社グループ内のＡ社においては４月に賞与は支給し

ていない旨回答しているところ、申立人の給与及び賞与が振り込まれていたＣ社から提

出された、平成 15 年１月１日から 16 年１月 31 日までの期間に係る取引推移一覧によ

ると、申立期間に賞与が振り込まれていないことが確認できる。 

また、Ｄ組合から提出された申立人に係る適用台帳によると、申立期間に係る標準賞

与額の記録は確認できない。 

このほか、申立人の主張する標準賞与額に基づく厚生年金保険料の控除について確認

できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が申

立期間について、その主張する標準賞与額に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与

から控除されていたと認めることはできない。 

 

  



関東東京厚生年金 事案24286 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、その主張する標準賞与額に基づく厚生年金保険料を事

業主により賞与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和12年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成15年４月 

    Ａ社に勤務していた申立期間において、厚生年金保険料が賞与から控除されていた

はずなのに、当該賞与記録が年金記録に反映されていないので、申立期間の標準賞与

額を認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ｂ社は、申立人が所属していた同社グループ内のＡ社においては４月に賞与は支給し

ていない旨回答しているところ、申立人の給与及び賞与が振り込まれていたＣ社から提

出された、平成 15 年１月１日から同年 12 月 31 日までの期間に係る普通預金元帳によ

ると、申立期間に賞与が振り込まれていないことが確認できる。 

また、Ｄ組合から提出された申立人に係る適用台帳によると、申立期間に係る標準賞

与額の記録は確認できない。 

このほか、申立人の主張する標準賞与額に基づく厚生年金保険料の控除について確認

できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が申

立期間について、その主張する標準賞与額に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与

から控除されていたと認めることはできない。 

 

  



関東東京厚生年金 事案24287 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間①及び②について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和９年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 30年３月30日から38年11月１日まで 

             ② 昭和 44年４月１日から46年３月31日まで 

Ａ社に勤務した申立期間①及びＢ社に勤務した申立期間②の厚生年金保険の加入記

録が無い。申立期間②については、Ｂ社が発行した厚生年金保険資格取得・喪失証明

書を提出するので、各申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

 申立期間①について、Ａ社の複数の従業員の回答により、申立人は、期間は特定で

きないが、同社に勤務していたことはうかがえる。 

しかしながら、Ａ社に係る事業所別被保険者名簿によると、同社が厚生年金保険の適

用事業所となったのは昭和 35年10月１日であり、申立期間①のうち30年３月30日か

ら35年９月 30日までは、適用事業所となっていないことが確認できる。 

また、Ａ社は既に適用事業所ではなくなっており、事業主も既に死亡していることか

ら、申立人の同社における厚生年金保険の取扱い及び給与からの保険料控除について確

認することができない。 

さらに、申立人及び複数の従業員がＡ社に勤務していたとする申立人の次兄は、同社

に係る事業所別被保険者名簿において厚生年金保険の被保険者となった記録を確認する

ことができない。 

加えて、申立人は、申立期間①当時の厚生年金保険料は、Ｃの組合に納めていた旨供

述しているが、Ｄ協同組合は、加盟する事業所の厚生年金保険には関与していないとし

ており、加盟事業所の従業員に関する資料も保有していないと供述している。 

また、オンライン記録によると、申立人は昭和 36 年４月から 38 年 10 月までの期間

において国民年金に加入し、当該期間の国民年金保険料を納付していることが確認でき

るところ、申立人自身も 50 年頃に当該期間の国民年金保険料を納付したと供述してい

  



る。 

申立期間②について、Ｂ社の複数の従業員の回答により、期間は特定できないが、申

立人が同社に勤務していたことはうかがえる。 

しかしながら、Ｂ社は、「昭和 44年 12月、45年６月及び同年 12月の賞与に関する

資料以外の資料が無いことから、申立人の勤務期間及び厚生年金保険料の控除について

は分からない。」と供述していることから、申立人の同社における厚生年金保険の取扱

い及び給与からの保険料控除について確認することができない。 

また、オンライン記録によると、申立人は、申立期間②のうち昭和 44 年７月１日か

ら 45年１月 10日まで及び 46年３月 13日から同年３月 31日までは、Ｂ社以外の事業

所で厚生年金保険の被保険者となっていることが確認できる上、申立人に係る国民年金

被保険者台帳によると、申立人は申立期間②に国民年金保険料の申請免除を受けている

ことが確認でき、オンライン記録ではその後、当該申請免除期間について、国民年金保

険料を納付していることが確認できる。 

さらに、申立人はＢ社が平成 20年７月29日付けで発行した厚生年金保険資格取得・

喪失証明書を提出しているが、同社が同証明書の発行に携わったとする元担当者は、

「申立人の依頼により、社内資料を確認したところ、平成 20 年当時に保管されていた

社会保険台帳に申立人の名前は確認できなかったが、昭和 44 年 12 月、45 年６月及び

同年 12 月の賞与に関する資料には申立人の名前が確認できることから当該証明書を発

行した。入社日及び退社日については、上記資料で特定することができないことから、

申立人の供述に基づいて記載した。当該証明書については、事業主の承認を得ることな

く、総務にある社判を押し、申立人に発行した。」旨供述していることから、当該証明

書により、申立人の厚生年金保険の被保険者期間を特定することができない。 

このほか、申立人の申立期間①及び②における厚生年金保険料の控除について、これ

を確認できる関連資料及び周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚生

年金保険の被保険者として、申立期間①及び②に係る厚生年金保険料を事業主により給

与から控除されていたことを認めることはできない。 

  



関東東京厚生年金 事案24295 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和26年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和52年９月から54年９月まで 

Ａ店（通称名は、Ｂ店）に勤務した申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。厚

生年金保険に加入し、保険料も控除されていたと思うので、申立期間を厚生年金保険

の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

 申立人は、申立期間の一部にＣ社において雇用保険の加入記録が確認でき、申立人を

Ａ店に紹介したＤ専門学校から提出された在籍期間証明書により、卒業後の進路先がＡ

店であったことが確認できる。 

しかしながら、オンライン記録によると、Ａ店は、厚生年金保険の適用事業所であっ

たことは確認できず、また、Ｃ社は、厚生年金保険の適用事業所となったのが昭和 56

年６月１日であり、申立期間は適用事業所でないことが確認できる。 

また、Ｄ専門学校の講師がＡ店の責任者であったと供述している者は、申立人と同様

に、申立期間の一部を含む昭和 51年７月10日から53年２月27日までの期間にＣ社に

おいて雇用保険の加入記録が確認できるが、オンライン記録によると、当該期間におい

て厚生年金保険の被保険者記録は無く、国民年金保険料を納付していることが確認でき

る。 

さらに、申立人は、申立期間において国民年金に加入しており、昭和 54 年４月から

同年９月までの期間については、保険料が申請免除されていることが確認できる上、同

年６月５日から国民健康保険に加入していることが確認できる。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関連

資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚

生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控

除されていたと認めることはできない。 

  



関東東京厚生年金 事案24304 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和８年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和23年12月10日から28年10月24日まで 

② 昭和29年１月13日から33年３月１日まで 

年金記録を確認したところ、脱退手当金を受給していることを知った。 

しかし、申立期間①及び②に勤務したＡ社を退職するときには、脱退手当金の説明

は無く、脱退手当金の請求手続を行ったことも、受給した記憶も無いので、脱退手当

金の支給記録を取り消してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間①及び②に勤務したＡ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿

に記載されている女性のうち、申立人の申立期間②における厚生年金保険被保険者資格

喪失日である昭和 33 年３月１日の前後各３年以内に資格喪失した者であって、同社に

おいて脱退手当金の受給資格を有する 27 名について、脱退手当金の支給記録を確認し

たところ、申立人を含む 23名に支給記録が確認でき、そのうち22名が厚生年金保険被

保険者資格喪失日から約３か月以内に支給決定がなされている上、当該支給決定の記録

がある者のうち連絡の取れた２名は、「会社が脱退手当金の請求手続を行ってくれ

た。」旨の供述をしていることを踏まえると、同社では脱退手当金の代理請求を行って

おり、申立人の脱退手当金についても、同社が代理請求をした可能性が高いものと考え

られる。 

また、申立期間の脱退手当金は支給額に計算上の誤りは無く、申立期間②に係る厚生

年金保険被保険者資格喪失日から約２か月後の昭和 33年４月25日に支給決定されてい

るなど、一連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

さらに、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱退手当金を受給し

ていないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期間に係る

脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

  



関東東京厚生年金 事案24305 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和15年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和34年11月20日から40年２月１日まで 

年金記録を確認したところ、脱退手当金を受給していることを知った。 

しかし、申立期間に勤務したＡ社を退職するときには、脱退手当金の説明は無く、

脱退手当金の請求手続を行ったことも、受給した記憶も無いので、脱退手当金の支給

記録を取り消してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間に勤務したＡ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿に記載さ

れている女性のうち、申立人の申立期間における厚生年金保険被保険者資格喪失日であ

る昭和 40 年２月１日の前後各３年以内に資格喪失した者であって、同社において脱退

手当金の受給資格を有する 12 名について、脱退手当金の支給記録を確認したところ、

申立人を含む 11名に支給記録が確認でき、当該11名全員が厚生年金保険被保険者資格

喪失日から約６か月以内に支給決定がなされている上、当該支給決定の記録がある者の

うち連絡の取れた３名は、「脱退手当金の請求手続は会社がしてくれた。」としており、

このうち２名は、「退職時に会社の担当者から脱退手当金の説明を受けた記憶があ

る。」旨供述していることを踏まえると、申立人の脱退手当金についても同社が代理請

求を行った可能性が高いものと考えられる。 

また、申立期間の脱退手当金は支給額に計算上の誤りは無く、申立期間に係る厚生年

金保険被保険者資格喪失日から約２か月後の昭和 40年３月29日に支給決定されている

など、一連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

さらに、申立人から聴取しても、脱退手当金については、請求も受給もした記憶が無

いというほかに、受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期間に係る

脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

  




